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 寄附金の税額控除制度、要件の新解釈が示されました  

～経常収入に占める寄付金額１/5に介護報酬等の運営費を含まず～  

 

厚生労働省は、従前からの所得控除と比べ、少額の寄付でも控除の効果が高く、寄附を

促進するものとして、本年創設された社会福祉法人や NPO 法人に対する寄附金の税額制度

の運用について国税庁に照会を行っていたところであるが、１１月３０日に事務連絡を発出し

ました。  

税額控除の対象となる法人の要件として、２点、 

 （要件１）３,０００円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に１００人以上いること。 

 （要件２）経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が５分の１以上であること。  

が示されていたところです。  

しかしながら、要件２は、福祉サービスを実施する社会福祉法人（及び社会福祉協議会）に

とっては、その多くが介護報酬、障害者自立支援給付費、保育所運営費、措置費等の収入

が占め、その１/５を寄附金が占めるということは、極めて難しいものでありました。  

そのため厚生労働省に対し、質疑が多く寄せられ厚生労働省は国税庁に対しその見解を

照会していたものであり、今般、国税庁の回答をもとに、厚生労働省が各都道府県・指定都

市・中核市に事務連絡を通知したものです。  

事務連絡によると、「相対基準（経常収入に占める寄附金額等の収入の取扱いについての

国等からの補助金収入、法令に定める国等の負担額等の収入の取扱いについて、国・地方

公共団体の負担部分の給付費については、経常収入には含まれず、総収入額から控除でき

ること。また、委託の対価としての収入について、都道府県・市町村から給付される保育所運

営のための措置費については、経常収入には含まれず、総収入金額から控除できること。」と

されています。 

ついては、以下を参照の上、税額控除対象要件１に非該当とした社会福祉法人において

は、再度要件２に該当するかどうかチェックしてください。 

 

なお、①申請の手引き②チェック表（要件２）③事務連絡は、東社協ホームページ⇒経営相

談に、掲示していますのでご覧ください。 

 



 

 

 

寄附金の税額控除制度、要件の新解釈 

 

項目 従前 今回解釈 該当するもの（東社協注） 

様 式 ３の（Ｂ）経 常 収

入金額(２)①国等から

の補助金等の額 

経 営 費 補 助 金

は 国 又 は 地 方

公 共 団 体 が 交

付 するものであ

る場合には左に

該当する 

○東京都サービス推進費全額 

○区市町村補助金全額 

○東京都経営補助金 

○地域生活援助事業補助金 

○障害事業円滑化補助金 等 

様 式 ３の（Ｂ）経 常 収

入 金 額 (２ )②委 託 の

対 価 と し て の 収 入 で

国 等 から支 払 われる

金額 

保 育 所 運 営 の

た め の 措 置 費

は②に該当する

○保育所運営費全額 

○措置施設措置費全額 

○東京都、区市町村からの委託金 

○措置施設以外の措置費全額 

○介護雇用プログラム委託金 等 

○（介護給付費＋各種加算）/０．９×１/２

○利用者負担金、高額介護サービスを除く 

○生活保護法に係る公費収入 等 

様 式 ３の（Ｂ）経 常 収

入 金 額 (２)③法 律 等

の規 定 に基 づく事 業

で、国 又 は地 方 公 共

団体が負担することと

さ れ てい る 場 合 の 負

担金額 

国 に 照

会 し た と

こ ろ こ れ

らはいず

れも対価

性のある

も の で あ

り 、 分 母

から控除

で き な い

と さ れ て

いる。 

法 令 に 基 づ く

国、自治体から

給付される介護

給付費、自立支

援 給 付 費 は ③

に該当 

○障害自立支援給付費全額 

○利用者負担金、高額介護サービスを除く 

寄附物品に係る寄附

金額 
（不明） 

当 該 現 物 寄 附

が金銭換算でき

るものは寄附金

と し て 認 定 で き

る 

○購入した物品寄附の場合は領収書等

により換算可能 

○販売品であれば当該価額 等 

 

 

 


